
環境にやさしい植物性インキを使用しています 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

東京における都市計画道路の整備方針を策定

dbu

①５月１５日㈮～２１日㈭＝市役所第二庁舎１階入口
②５月２８日㈭午後５時～８時＝公民館緑分館
③５月３１日㈰午前１０時～午後０時３０分＝公民館緑分館
※②③は市施行の優先整備路線（小金井３・４・１２）について、職
員常駐のオープンハウスを開催します

パネル展示等を行います

　都と特別区および２６市２町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効率
的に進めるため、今後１５年間に優先的に整備すべき路線の選定などを行
う同方針を策定しました。
　市内では、図のとおり優先整備路線として、都市計画道路３・４・１１
号線外、同３・４・１２号線を選定し、また、計画内容再検討路線として、
同３・４・１号線を位置付けています。
　今後、同方針に基づき、都市計画道路の整備を着実に進め、都市計画
道路のネットワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑な自動車交
通と良質な歩行者空間が共存した都市の実現をめざしていきます。

■閲覧場所等都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）、都都市整備局ホ
ームページ、市都市計画課（市役所第二庁舎５階）、市ホームページ
i都都市整備局都市基盤部街路計画課（☎０３-５３８８-３３７９）、市都市計画
課都市計画係（☎０４２-３８７-９８５９）

転入者のみなさん
各種手当の申請はお済みですか？ 子育て支援課手当助成係（☎０４２-３８７-９８３９）

問い合わせ

■手当を受けられる方
高校生年代（１８歳到達後の最初の３月３１日まで）
の児童を養育する保護者等で、市内に住所を有す
る方

児童手当

■手当を受けられる方
４月１日現在満３歳～５歳で、公的補助のない無
認可保育施設に月の初日から月１５日以上かつ１日
４時間以上在籍している児童の保護者のうち、既定の補助金を受給
していない方

愛育手当

■手当を受けられる方
次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育している方
▷愛の手帳１～３度の児童
▷身体障害者手帳１・２級の児童
▷脳性まひまたは進行性筋萎

い

縮症の児童

児童育成手当（障害手当）

■手当を受けられる方
１８歳に達した年度の末日（障がいがある場合は
２０歳未満）までの児童がいるひとり親家庭等
※所得や世帯状況により制限があります

児童育成手当
児童扶養手当 児童育成手当 児童扶養手当

市外から転入した場合
申請が必要です

　台風・集中豪雨などの多発
期に備え、小金井消防署や市
消防団などの関係機関、地域
の方々と連携して、水防訓練
を行います。各家庭でも実践
できる簡易水防工法等の体験
ができます。
d５月１０日㈰午前１０時から
b小金井第一中学校
i地域安全課防災係（☎０４２-３８７-９８０６）

　防災公園である梶野公園で、減災について学べる体験型イベントを開催します。
d５月３１日㈰午前１０時～午後３時
b梶野公園
iイベントについて＝梶野公園減災フェスタ実行委員会（二次元コードから）、
防災事業について＝地域安全課防災係（☎０４２-３８７-９８０６）

受付・イベント運営ボランティア募集
m５月３０日までに、申込フォームで

梶野公園減災フェスタ２０２６梶野公園減災フェスタ２０２６ 水防訓練水防訓練

市HP 都HP

申し込み・問い合わせ
はこちら
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